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 あと、次のＩＷＣの関係ですが、こないだ山

形県のものづくりＰＲの動画出まして、「もの

の婦」だったんですが、渡部陽一さんという方、

戦場カメラマンが監督されたことっていうこと

で、長井の長沼酒造の長沼真知子さんが女杜氏、

こうやって「惣邑」っていう名前もちゃんとこ

う出て、100万回動画見たっていうふうなこと

ですので、そうしたこと、それから福島県の浪

江町からおいでになって、鈴木酒造長井蔵ある

わけですので、ぜひこうしたところも含めて長

井でしっかりとＰＲしていただいて、できれば

すばらしいパンフレットなどもつくっていただ

けたらありがたいというふうに思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

 以上で終わります。ありがとうございました。 
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○渋谷佐輔議長 次に、順位９番、議席番号４番、

内谷邦彦議員。 

  （４番 内谷邦彦議員登壇） 

○４番 内谷邦彦議員 長井創生の内谷邦彦です。

しばらくおつき合いいただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 私が企業に勤め、営業職として働いていた際

に常に頭に置いていた言葉があります。それは、

チャンスの神様には前髪しかないという言葉で

す。スポーツ、ビジネスなど何においても成功

する人たちは全てチャンスをつかんできた人た

ちです。成功できない人はチャンスがなかった

のではなく、チャンスをチャンスとして捉える

ことができない、またはチャンスをつかむ行動

をしないために成功できないと言われています。 

 目の前にあるチャンスを逃がさないようにが

っちりつかむことは重要なことです。チャンス

の神様には前髪しかないというのは、チャンス

の神様があなたの前からこっちにやってきます、

その神様をすぐにつかんでチャンスをゲットす

るか、もうちょっと待とうか悩む瞬間、チャン

スを目の前にしたときこんな迷いは誰にでもあ

ると思います。そんなとき、神様をすぐつかも

うとした人は前髪をむんずとつかみチャンスを

ゲットすることができるのです。でも、さんざ

ん迷ったあげく通り過ぎ去っていこうとするチ

ャンスの神様の後ろ髪をつかもうとした人は、

チャンスの神様には前髪しかなく、後ろに髪が

ないので神様をつかむことができず、つかもう

とした手は空振りとなり、せっかくめぐってき

たチャンスを物にできなかったこととなります。 

 この言葉は、ギリシャ語で言う機会、チャン

スを意味するギリシャ神話の男性の神、カイロ

スに由来しています。カイロスは、前髪は長い

が後ろに髪がない美少年であったとされていま

す。ここからチャンスの神様には前髪しかない

と言われるようになったとのことです。 

 実生活においてもあのとき何々を買っておけ

ばよかったなどと、あのとき、あのようにして

おけばよかったと思うことはたくさんあると思

います。ただし、時間を戻すことは不可能であ

るためにその機会は二度と戻らないのです。 

 では、どうしたらよいか。常にチャンスが来

たときに備え準備をしておくこと、そしてチャ

ンスだと思ったら二度とないと思って飛びつく

ことです。長井市においてもさまざまなことに

備え準備し、チャンスが来た際にはぜひ前髪を

つかんで逃がさないようにしていきたいと思っ

ております。 

 通告書の１項目、今後の財政状況について伺

います。 

 今回、公共施設整備計画により事業を推進す

る状況の中で、財政的な負担が大きくなること

が考えられます。しかし、今やらなければでき

なくなる事業ばかりなのではないでしょうか。

今やらなければやる機会を失い、改修や修理で
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より大きな負担となる可能性が大きく、それこ

そ後の世代に負担を先送りする結果となってし

まうのではないかと個人的に考えます。そこで、

市長に伺います。今後の財政状況が厳しくなる

中で、さまざまな観点から事業の見直しが必要

なのではないでしょうか。絞れるところは絞っ

ていかないと負担が大きくなるのではないでし

ょうか。 

 例を挙げると、指定管理料についてさまざま

な団体に指定管理をお願いしておりますが、そ

の中で今後、コミュニティセンター化に向け業

務が拡大する公民館の指定管理は別として、毎

年業務内容が変わらないのに指定管理料は当然

のごとく上がっているところがあります。通常、

企業体で考えた場合、得意先から毎年値下げ交

渉があり、企業によっては年２回の要請があり、

対応するために日々改善を行い、努力している

企業では考えられないことで、今後年数を重ね

るたびに負担は重くなってしまいます。 

 ＮＰＯ法人は非営利組織で営利を目的としな

い組織ですが、ここでの非営利とは利益の配分

をしないという意味で、余ったお金を社員で分

けてはいけないと規定されています。つまり、

このルールを守っていれば、事業収入を得ても

いいことになります。決算時にはお金がふえて

いた場合は次の期に繰り越す、または新たな社

会貢献を行うなどの方法によって、ＮＰＯ法人

であっても通常業務の中で改善やコストダウン

を行い、指定管理料の中で社員の給料を上げる

ことは問題ないはずで、そのような団体に指定

管理を依頼すべきではないでしょうか。 

 また、除雪費用について、気象状況に左右さ

れることはありますが、年間多大な費用がかか

っております。近年、空き家の件数が多くなっ

てきており、常に確認されていると思いますが、

市民生活にとって必要不可欠な道路なのかどう

か再度見直しを図ることなど必要なのではない

かと思いますが、いかがでしょうか。今後の予

算執行についての、市長の考えを伺います。 

 余談ではありますが、昨日の一般質問を聞い

ていて、個人的に疑問に思ったことがあります。

それは、市庁舎建設に関し、今後の財政負担が

大きくなり、市政運営が大変になるとの意見が

あったと思いますが、昨日の質問で、固定費を

上げる提言が多々あり、その真意はどこにある

だろうと図りかねる状況でした。この件につい

ては、市長の見解は必要ございません。 

 次に、２件目の図書館運営について伺います。 

 現在計画中の長井市公共複合施設の中に図書

館が新設される予定となっておりますが、完成

予定が平成34年３月となっています。現在の図

書館は今後４年間使用することになりますので、

現在の図書館運営について質問いたしますので、

回答よろしくお願いいたします。 

 教育長に伺います。図書館の役割について、

資料の収集、資料の整理、資料の保存、資料の

提供、集会・活動・行事の実施、資料及び図書

館利用に関する指導の６項目に大きく分類する

ことができますが、今の市立図書館は商業的に

売れているものを購入し提供するだけになって

いないか。確かにそのほうが簡単だし、便利で、

そのような資料に対しての利用者のニーズも大

きいということも間違いないと思いますが、い

かがでしょうか。 

 本来、図書館ができる仕事はもっと多様にあ

って、コレクションの対象というものも本屋さ

んから買ってくるばかりでないというのは、最

初に考えるべきではないでしょうか。特に地域

資料、地域で発信する情報について、その地域

の図書館に最終的な責任があり、そこにしかで

きない仕事ではないかと思いますが、その認識

で行っているのでしょうか。 

 また、地域資料サービスは地域における自己

決定のために自治体内部にある情報や地域に存

在する情報を満遍なく集め、その中で一番よい

方法を決定するときに素材を提供することでは
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ないでしょうか。図書館という開かれた場所で

それを行うことによって、異なった立場の人々

が同じ情報を共有しながら、意思決定に参加で

きる可能性を持たせることができると思います

が、いかがでしょうか。 

 図書館は、課題、問題解決を支持、支援する

場所であり、生涯学習社会と言われる現在、図

書館が多くの学ぶ人の側にある施設と認知され

なければいけません。単に本を貸し借りするだ

けにあるのではなく、より地域の問題や課題に

理解を深め、解決のためのサポートができるよ

うになれば、地域住民は図書館の応援団になっ

てくれるのではないでしょうか。 

 さらに、図書館の強みを見出し、地域の特色

を分析し、柔軟な発想で事業を創造することが

今強く求められているのではないでしょうか。

図書館が住民にとって身近な場所となるよう、

情報の専門家としての司書の育成がこれからも

必要となりますが、どのように考えますでしょ

うか。 

 現在の図書館の設備について、平成27年から

平成29年度図書館運営計画の基本方針にも、高

齢者の人口比とその社会的役割が増大している

今、高齢者サービスについてその要望をつかみ、

必要に応じた資料提供とその充実を推進すると

ありますが、必要に応じた資料、施設、設備、

機材の充実はなっているのか。さらに、図書館

を利用する方に対して介助などが必要なとき、

きめ細かなサービスは提供されているのか、ま

た、障害者に対しての対応はどのようになって

いるのかを伺います。 

 2015年８月、鎌倉市図書館からのツイートが

話題になりました。その内容は、「もうすぐ二

学期。学校が始まるのが死ぬほどつらい子は、

学校を休んで図書館にいらっしゃい。マンガも

ライトノベルもあるよ。一日いても誰も何も言

わないよ。９月から学校に行くくらいなら死ん

じゃおうと思ったら、逃げ場所に図書館も思い

出してね。」といった内容でした。長井市立図

書館では、そのような場合の対応は可能なので

しょうか。また、生徒にこのような場所がある

ことを情報として教えているのでしょうか。ま

た、今後、開設予定の図書館ではどのように考

えているのか教えてください。 

 図書館運営の中で、貸し出し、読書案内、レ

ファレンスなど日常のサービスから市立図書館

として特色あるサービスなどまで、市民全員が

利用しやすく、魅力ある図書館整備を実現して

いくとあります。実際、どこまで行っているの

か、具体的な例があれば教えてください。 

 あと、図書館の立地について、駐車場はどこ

になるのかを教えてください。 

 市民バスの経路変更によって図書館経由のバ

スもできたようなのですが、図書館に来られる

年間４万4,000から４万5,000人の方々をほかの

施設に誘導するような考えはないのでしょうか。

平均で月3,700人、１日98名の方が図書館を訪

れています。この方々を他の施設に誘導し、地

区の活性化に役立てることは検討しているので

しょうか。教育部門では難しいと考えた場合、

横断的な考え方で対応することはできないので

しょうか。 

 １つ提案ですが、図書館の利用者数を拡大さ

せる方法として、読書手帳という言葉を聞いた

ことがあるでしょうか。形は銀行の預金通帳と

ほぼ同じで、薄手の小さな手帳型ノート、で、

これに記帳という形で読了した本、または図書

館で借りた本などを印字していくものです。こ

れには、大きく分けて３つのタイプがあり、手

書きタイプ、日付、タイトル、著者、感想、満

足度などの欄があり、読者が自分で記帳するも

の、シールタイプは図書館で借りるたびにタイ

トルと著者などが印字されたシールが配付され

るので、手帳に張るだけのタイプです。最後の

ＡＴＭタイプでは、読書記帳用にＡＴＭの機械

が設置されていて、そこに読ませることで自動
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的に貸し出し記録が印字されるタイプです。 

 読書手帳のメリットとして、同じ著者の作品

ばかり読んでいるとどの本を借りたか忘れてし

まいがちで、きちんと記録しておくことでダブ

りやかぶりの防止になりますし、自分の好きな

本の傾向を知ることができます。読んだ本の数

によって、記念品や証書を渡すことも可能です

し、また、読書通帳１冊が終わったら２冊目は

デザインを変更することによりコレクションと

して楽しむことができます。読書手帳は読書を

しやすくする工夫となるのではないでしょうか。 

 自書タイプを導入されている小山市立中央図

書館では、４月23日の子ども読書の日に合わせ

運用を開始し、市内の小・中学校を通じて読書

手帳を配布されています。「こころにちょき

ん」というキャッチフレーズを採用して進めて

おります。ただし、児童生徒の読書振興を図る

ことばかりが目的ではなく、全ての年齢層を対

象に配布しているので、長井市でもこのような

ことはできないのでしょうか。 

 次に、平成34年３月にオープンを予定してい

る新しい図書館の開設に向けたこれからの期間

は、図書館に対しての方向性、さまざまな取り

組みを現在の図書館で実際に行って、長井市民

のためのよりよい図書館とはどういう図書館な

のか、ただ単に飲食コーナーやくつろげるコー

ナーをつくればよいというものではなく、目指

すべき姿や方向性を模索できる期間ではないか

と思いますが、どのように考えるのかを伺いま

す。 

 最後に、今まで質問している事項について、

その後の状況について確認させてください。 

 まず、昨年６月に質問しました県立長井工業

高等学校への専攻科設置についてのその後の状

況について教えてください。 

 また、長井工業高等学校へ進学する生徒をふ

やすために興味を持っていただかないといけな

い。そのために、長井市内にある企業の内容に

ついて教える機会がつくれないかとの質問に対

し、職業講話というような形でとることは可能

だと思いますので、何らかの形で３年生だけで

なく、２年生、１年生からそういうのに触れる

機会を校長会と話ししながら取り組んでいきた

いとの回答でした。ことしに入り、長井南中学

校の関係者と話す機会があり、そのときの話と

して、ことし、長井工業高等学校への志願者が

増加傾向にありますとの話がありました。今年

度、平成30年度の長井工業高等学校への入学志

願者が２月26日発表になりました。機械システ

ム科が推薦を含み、定員40名に対して31名、

0.78％、電子システム科が推薦を含み定員40名

に対し41名、1.03％、福祉生産システムが推薦

を含め定員40名に対して17名、0.43％、昨年、

平成29年度が機械システム科が推薦を含み定員

40名に対し29名、電子システム科が推薦を含み

定員40名に対して23名、福祉生産システム科が

推薦を含み定員40名に対して22名となっており

ました。 

 機械システム、電子システムについては、昨

年より上昇していますが、福祉生産システム科

は低い、低迷しているのかと思っております。

トータル志願者では、平成30年89名、昨年、平

成29年度が64名でしたから、25名増加したこと

になっております。さまざまな取り組みの成果

が上がっているのではと感じておりますが、実

際はどうなのか、教えてください。 

 また、同様に、観光案内電柱広告について、

設置内容を検討すべきで、提示する内容である

とか設置場所も含み効果的にできるように内部

でも検討しながら、より有効なものになるよう

に努めると回答をいただいておりますが、その

後の状況について具体的に教えてください。 

 以上で壇上からの質問を終わります。ご清聴

ありがとうございました。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 内谷邦彦議員のご質問にお答え
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します。 

 私は、まず１点目の今後の財政の進め方につ

いてということで、公共施設整備が本格的に始

まり、財政的な負担が大きくなる中で、今後の

予算執行に関しての進め方についてという、見

解をというようなお尋ねでございます。 

 冒頭、内谷議員からありましたように、今や

らなければできなくなる事業、これが今回の公

共施設整備計画による事業だと思っております。

特に市役所の本庁舎ももちろん、庁舎ももちろ

んでございますが、長井病院、学校調理場等々

につきましては、恐らく今後10年ぐらいで本来

の施設の目的そのもの、機能そのものが果たせ

なくなるようになるんではないかと大変危惧し

ておりまして、ただそれでもやはり市民の皆様

からもありましたし、議会の皆様も心配されて

るように、借金を次の世代に残すんじゃないか

ということで、そういった考えをお持ちの方っ

ていうのは結構いらっしゃるということで、非

常にこの辺の理解をどういうふうに深めていく

かということがまずは課題だと思っております。 

 平成30年度の予算につきましては、公共施設

整備計画に基づいた施設整備を本格的にスター

トすることといたしまして、特に庁舎について

は今が国の制度が出てきたわけですから、大変

なチャンスだと思っております。他の、この公

共施設整備以外の事業を縮減したり、あるいは

事業の熟度を見ながら検討したりして、当初予

算で計上を見送ったものは相当程度あります。

もう10億円以上の事業費はもう先送りとか取り

やめということで判断して、今回、当初予算に

組んだわけでございます。 

 ただ、これはどうしても市民の生活あるいは

子育て支援や福祉の充実に必要だというものに

つきましては、補正で何とか組んでまいりたい

というふうに思っております。 

 市のほうでは、年度末、平成29年度は年度当

初になってしまいましたけれども、財政の中期

展望ということで５カ年計画を上げております。

これは、財源が合わないんじゃないか、財源不

足が生じるんじゃないかっていうことで議員の

皆さん心配されますけども、それは実際はこの

ぐらい要望がありますよと。ただ、その年度で

財政を組むときはそれを調整するわけですね。

財源不足、９億円、10億円あってもそれはやら

ないっていうことになるわけですよ。むしろ新

たな事業として必要だったものは、内谷議員お

っしゃるように、取りやめにしたり、あるいは

縮減したりとして、今、何が必要なのかという

ことを十分に吟味しながら進めているのが現状

でございます。 

 質問項目も多いので、余り長くなると恐縮で

ございますので、少し進めていきたいと思いま

すが、その中で、昨日の一般質問でもお答えし

ましたように、私ども、市民の皆様に大変ご迷

惑、そしてご協力をいただいた財政再建、15年

かけたということでございますが、そこで我々

学んだこと、これからの教訓といいますか、生

かさなきゃいけないことっていうのが、公共施

設設備はやっぱり最低でも５年よりもむしろ10

年ぐらいの中長期の計画を立ててやらなきゃい

けない。その内容については、十分吟味して、

それを決定するということ。 

 あと、第２点目は、単独事業は絶対といって

いいほどやらないと。今回は長井小学校は管理

棟はいたし方ないということで、議会からもい

ろいろ心配される声がありましたけども、こう

いったことは基本やらないということ、国の、

あるいは県のさまざまな有利な事業を、事業と

して補助金をいただくような努力をして、これ

に取り組んでいくということ。 

 あと、３点目は、固定費を、特に人件費はよ

くよく注意して、これは一旦、特に職員ですと

雇用しましたら、生涯、やっぱり雇用しなきゃ

いけないと。生涯賃金でそのベースで見ていか

なきゃいけませんので、これらは慎重にしなき
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ゃいけないと思っております。 

 あと午前中の五十嵐議員からございましたよ

うに、いわゆる固定費の中で、例えば、賃貸料

とか賃借料とか、こういったものについては、

極力なくすと。例えば、今、庁舎がこういう状

況なもんですから、県の庁舎をお借りしたり、

あと駐車場は自前の土地がないということで、

この周りは借りてるわけですけども、それだけ

で1,300万円なわけですよね。あと、実は病院

も借りてます。800万円なんですよ、年間。こ

れはもう病院を新たにすることによって、その

土地はやっぱりお返ししたいという考えですか

ら、そこは削ることができるんですね。ですか

ら、これは議員おっしゃるように、そういった

ところを一つ一つきめ細かくやって、無駄を省

くということが重要だと思っております。 

 なお、歳入っていうのは私ども、例えば、今

の地方、我々みたいな三割自治体はよっぽど大

きな、例えば、大衡村みたいの、セントラル自

動車みたいのぼおんと持ってきて、トヨタ東日

本になると、これはすごいんですよ。歳入ふえ

ます。で、国からいただけるお金なんて、当て

にある程度しなくてもいいわけですね。ところ

が、やっぱり50人、100人ぐらいの企業が入っ

てきて、固定資産税が上がって、例えば、法人

税も払っていただいたとしても、その分は基準

財政需要額って言いまして、それ自体がふえな

いと国からいただける部分はそっからマイナス

されるだけですから、基本的には変わらないん

ですね。したがって、何が一番基準かというと、

これはいろいろ財政では考え方あるんでしょう

けども、私は人口だと思ってます。人口が減ら

ないようにすることっていうのが一番財政への

歳入を確保する重要な、今の地方財政上は我々

の三割自治体の立場からすれば、これが重要だ

と思っております。 

 そして、議員からありました指定管理者制度

でございますけれども、これは私どもも行財政

改革の一環としてかなりの部分を指定管理制度

で行ってきましたけれども、その大部分が本来

の趣旨よりもむしろ市で直営していた人件費よ

りも外部に指定管理で委託、アウトソーシング

とまた違うんですが、委託することによって圧

縮するっていうことが目的だった指定管理制度

の活用だったというふうに思ってます。 

 それは、指定管理を受けていただける、いわ

ゆる民間の企業とかノウハウを持ってる団体が

ほとんどないっていうことですね。例えば、本

当に苦労してＮＰＯの皆さんに頑張っていただ

いてるんですが、レインボープランのコンポス

トセンター、あと学習プラザもＮＰＯでやって

いただいてるわけですよね。ですから、彼らの

給料っていうのは市の職員から比べれば低いわ

けです。ただ、ベースアップもしてあげなきゃ

いけないので、だからふえるんですね。 

 ところが、例えば、長井市でいえば観光交流

センター、川のみなと長井については、地場産

センターで受けてもらいましたけども、地場産

センターでこれからどんどんどんどんあそこで

利益を上げてもらいますと、指定管理料は低く

抑えられる、減額できます。あと、この周りで

いいますと、南陽市の文化会館、あそこは非常

に一流のアーティストがいっぱい来てるわけで

すが、指定管理は東京のほうのプロダクション

系だと聞いてます。ですから、いろんな形で一

流のアーティストを呼ぶことができると。それ

は多分市の補助事業とか使わないで自前で興業

をぶつわけですね。あるいは興行主もいるかも

しれません。そうしたときの利益を上げれば、

結局、指定管理の目的である民間のノウハウを

生かして利用を高めて、そこで収益を上げる。

ですから、指定管理料は上がらない。 

 ところが、長井市の場合は、ちょっと一部個

人名を上げて、個人施設を上げてちょっと不適

切だったかもしれませんけども、そういったと

ころを苦労して運営なさってるんですね。です
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から、ここの指定管理料が上がることについて

は、やはり本来の目的である民間のノウハウを

生かしたという組織がないと、これが機能しな

いんだと考えております。 

 それから、除雪費用の見直しということでご

ざいますけれども、確かに今年度の除雪計画で

は326.5キロでございます。これが除雪区間で

すが、市道延長が417.1キロですんで、約78％

が除雪路線になってるんですね。市民の皆様か

らは、大分この除雪路線で落ちついてきました

けども、やっぱり時々出てくるのは、ここも除

雪してくれと、いや、こっちのほうがもっと便

利だということです。じゃあ、今までのところ

はいいんですかっていうと、いや、それはそれ

でしてほしい。特にことしの冬みたいなときは

本当に暮らすために、普通の暮らしするために、

大変不便な状況だったと思いますので、そうい

った要望はあると。これらについてはしっかり

と地区長さん初め、要望された方々とも相談し

て、納得いただく形でおさめてますが、やっぱ

りこれらは人口が減っても恐らく削れないんだ

ろうなと思ってます。 

 消雪というような要望などが随分あるんです

けども、やっぱり何とか都市計画内の用途区域

内だけで抑えたいっていうのが本音です。ただ

し、周りの地区でも小さな拠点周辺の小学校と

か地区公民館とか、そういった地域で危険なと

ころについてはやはり配慮しなきゃいけないだ

ろうと。ただし、一旦してしまいますと、例え

ば、平野地区は大字２つしかありませんけども、

２つだけってはいかないでしょうから、バラン

スとりますと大体長井市内30カ所ぐらい周りに

大字があるんですね。大字１カ所ずつすると、

大体5,000万円と15億円ということですね。15

億円だけじゃなくて、非常に維持管理費で電気

料もかかると。こういったところなんかは慎重

にやらざるを得ないだろうなと考えているとこ

ろでございます。 

 今後も市民の皆様の暮らしをしっかりと守る

ということと同時に、地域が活性化しつつ、活

性化を失わないように、そういったところにも

チャレンジしながら、適正な管理運営を図って

いきたいと、財政運営を行っていきたいと思い

ますんで、よろしくご指導いただきたいと思い

ます。以上です。 

○渋谷佐輔議長 平田 裕教育長。 

○平田 裕教育長 内谷議員からは、私のほうに

新しくできます公共複合施設としてリニューア

ルされる多機能型図書館が長井市にとってかけ

がえのないすばらしいすてきな図書館になるよ

うにということでのご質問をいただいたという

ふうに思います。11項目ほどご質問いただいて

おりますので、順次、お答え申し上げたいとい

うふうに思います。 

 まず、１番目の現在の図書館ですけども、商

業的に売れているものを購入し、そして提供す

るだけになっていないのかというご質問でござ

いますけれども、現在の長井市図書館の本は、

新刊選書システムというものによって選定され

る分と、それから図書館で選定する分の２つに

分けて購入しているところでございます。 

 まず、新刊選書システム、これによって購入

する分でございますけれども、ベストセラー、

あるいは発売後では入手が難しい図書などにつ

いて、出版社や取次店と協力して早く、それか

ら漏れなく購入できるメリットがあるというこ

とで、公益財団法人図書館振興財団、ここが委

嘱します新刊選書委員会というのがありますけ

れども、そのメンバーによって選ばれた図書、

そして新刊として価値の高い図書、これを選ぶ

ことができる仕組みとなってございます。 

 それから、図書館で選定する分につきまして

は、新聞とか雑誌等の恒常的に必要な部分と、

それから図書館職員が利用者からのリクエスト、

あるいは書評等をもとに選定する図書がござい

ます。このような選定の仕方によりまして、図
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書館として多くの人に求められる図書というも

のと、それから長井市立図書館として必要だと

判断する図書、これをバランスよく購入してい

る状況だというふうに捉えているところでござ

います。 

 続きまして、地域資料や地域で発信する情報

はその地域の図書館に最終的な責任があって、

そこでしかできないというふうに思うが、その

認識はあるのかというご質問でございますけれ

ども、地域資料の収集につきましては新聞等の

情報や利用者からの情報をもとにしまして、購

入等を行ってございます。需要の多くは市役所

の出版物や個人が所有している資料でございま

すので、市役所の出版物につきましては年度初

めに各課に資料収集のお願い文書を送付して依

頼しているところでございます。 

 それから、個人が所有している資料につきま

しては、蔵書を処分する方にお願いをして貴重

なものがないか見せていただいておりますけれ

ども、所有しているご本人が貴重な資料である

という認識をお持ちでない方なども中にはいら

っしゃいますので、図書館としてどういった地

域資料をご提供いただきたいのか、多くの方に

理解していただけますように周知、お願いをし

ながら、今後も資料収集に努めてまいりたいと

いうふうに思ってございます。 

 それから、３点目でございますが、地域の情

報、資料を集め、方法を考える際に素材を提供

することが必要ではないかと思うが、どのよう

に考えるかというご質問でございます。いわゆ

る地域の情報、資料に関する調べたいこと、い

わゆるレファレンスにつきましては、検索シス

テム、それから職員の経験をもとにしまして、

郷土資料室の資料を中心に対応しているところ

でございます。 

 ただ、現在の長井市立図書館には長井市が誕

生してからの郷土資料が中心でございます。昭

和29年以前の歴史につきましては、大変情報が

乏しい状況です。それらにつきましては、情報

を管理している文教の杜などの他施設をご案内

しておりますけれども、今後、不足している情

報につきましても新館建設に合わせて収集して

いくよう努めてまいりたいというふうに考えて

いるところでございます。 

 それから、４点目の地域の特色を分析し、柔

軟な発想で事業を創造することが求められ、情

報の専門家としての司書の育成が必要だと考え

るけども、どのように考えてるかということで

ございます。まさに、図書館における司書は、

情報の専門家でございます。あるいは読書に関

するさまざまなアドバイスができる専門家とい

うふうに思います。 

 この司書の育成につきましては、山形県、そ

れから置賜管内など、さまざまな主体によりま

して読み聞かせ技術の向上でありますとか、そ

れから資料整理、図書分類の知識習得など、さ

まざまなメニューで研修会が毎年開催されてお

ります。それらを全てに参加することはできま

せんけれども、選択をしながら参加しまして持

ち帰ってきて、管内の職員で研修、そして情報

交換を行っているということでございます。図

書館運営を行いながらの研修参加ということに

なりますので、限られた人員配置の中での参加

にはなりますけれども、職員の資質向上を目指

して育成に取り組んでいるところでございます。 

 それから、５点目の高齢者サービス、介助、

障害者への対応はどういうふうになっているの

かとご質問でございますが、高齢者サービスに

つきましては、年々需要がふえております。そ

のことによりまして、平成29年度、今年度から

幼児施設、小学校のみだった移動図書館車、ブ

ックモービルというふうに、ＢＭというふうに

呼んでおりますが、その巡回箇所に新たに老人

福祉施設１カ所を追加して運営しております。

それから、まだまだ足りないかと思いますが、

ニーズを聞き取りながら拡大なども考えていき
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たいというふうに思います。 

 それから、お年寄りの方に好評なのは、文字

を大きく読みやすくした大活字本、これは大変

好評いただいている状況でございます。 

 ただ、ハード面といいますか、いわゆる施設

につきましては、まずエレベーターがない、そ

れから狭くて急な階段の上りおり、それから各

階の狭い通路ということで、高齢者、障害者の

方はもとより、一般の利用者の方にもちょっと

不便を感じさせているのかなというふうに思っ

てございます。施設全体としては、現状はとて

もとてもバリアフリーには対応できていないと

いったところでございます。 

 なお、トイレにつきましては、障害者用のト

イレのほかにといいますか、通常のトイレの中

に自立式のつえを置いたりしながら、まだ障害

者用のトイレ使うような状態じゃないというご

高齢の方などもいらっしゃいますので、そうい

う方にはちょっとした補助になるように工夫し

ている、できる範囲で対応しているといった状

況でございます。 

 なお、新館建設に向けて、このハード面の課

題をしっかり解決できるように努めてまいりた

いというふうに思ってございます。 

 それから、６点目のいじめなどで学校に行き

たくないときに図書館にという話がございまし

た。これは長井市立図書館での対応は可能かと

いうことでございますが、現在、直接的にはそ

ういう学校に行けない事情がある子供たちに対

する特別な対応っていうのは特段これは実施し

ておりません。ただ、利用者に開かれた図書館

でありますので、事情を抱えたお子さんにつき

ましても他の利用者の方と同様に真摯にサービ

ス対応し、努めてまいりたいというふうに思い

ます。中には図書館長にお聞きしたところ、か

つてそういう生徒さんがいらっしゃったそうで

す。そういう子供さんについては、温かく見守

るという対応を徹底していたということでござ

いまして、今後ともそのような方向でいきたい

と。決して、何で学校に行かないんだというよ

うなことを問いただしたりはしないということ

でやっていきたいというふうに思います。 

 それから、学校に行けないお子さんにつきま

しては、長井市ではご存じかと思いますが、生

涯学習プラザの中にほっとなるスクールを開設

しておりまして、学習支援とか、それから心の

サポートをするなど、児童生徒に寄り添った支

援を続けてございます。学校と保護者と情報を

共有しながら、教育相談員に対応してもらうな

どの手だてを対応していきたいというふうに考

えているところでございます。 

 それから、７点目の特色あるサービスで魅力

ある図書館整備を実現というふうにありますが、

具体例はどんなことをやってるんですかという

ご質問でございますけれども、一例を挙げます

れば、平成29年度当初の年間計画にはなかった

んですが、冬期間の利用者拡大のために職員の

アイデアによりまして、幼児、それから小学生

限定ではございますが、イベントですごろく読

書などを開催したところでございます。これは

ご想像のとおりで、本を借りてさいころを振っ

て上がりに到達すると景品がもらえるといった

内容でございます。楽しみながら本に触れても

らおうということで初めて企画したものでした

けども、予想を超える160名の子供たちに参加

いただいて、大変盛況でございました。 

 このことによりまして、幼児の図書館のカー

ド登録数、登録率が非常に大きく伸びまして、

図書館の利用者拡大にもつながったところでご

ざいます。今後もさまざま工夫を凝らしまして、

特色あるサービスを通して魅力ある図書館運営

が進められるように取り組んでまいりたいとい

うふうに考えてございます。さまざまな趣向を

しながら、新しい図書館のサービスにもつなげ

ていきたいというふうに考えております。 

 それから、８点目の今の図書館で一体駐車場
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どこなんですかということで、実は、このこと

についてはホームページ上でもきちんと表示が

ございませんし、大変おしかりを受けるところ

でもございます。基本的には専用の駐車場はご

ざいません。ございませんが、図書館にお越し

になる方には社務所の南側の通路部分に縦列に

駐車をしていただいたり、それから、つつじ公

園西側の、あそこは正式には駐車スペースじゃ

ないそうですけども、道路の待避所みたいにな

ってるところですが、その部分をご利用いただ

いたり、降雪以外のシーズンにつきましては図

書館北側通路から入ったところのスペースにも

おとめいただいたりしているところでございま

す。 

 なお、新館建設に当たりましては、十分な駐

車スペースが備えられるよう検討してまいりた

いというふうに考えてございます。 

 それから、９点目の図書館への来訪者を他施

設に誘導することについて考えているのかとい

うことでございますが、現在、図書館独自で来

訪者の方を他の施設に誘導する、そういう取り

組みは行っておりませんけれども、県で行って

おります桜の時期の観光スタンプラリーの設置

等ほかの団体の取り組みには協力させていただ

いているという状況でございます。それから、

館内にも市営バスの時刻表を掲示しております

けれども、バスを介した市内経済活性化の点か

ら申し上げますと、商業分野や観光分野との連

携がこれから求められていくものというふうに

思っております。 

 新館が現在検討されている位置に建設されれ

ば、駅前を中心ににぎわいが創出されますので、

さまざまな活性化策によりまして人の流れが期

待できる状況になるというふうに思われます。

立地や環境をうまく活用し、図書館の利用者を

拡大しつつ、まちなかのにぎわいにも貢献でき

るような取り組みを考えてまいりたいというふ

うに思います。 

 それから、10点目のご提案でございましたけ

ども、読書手帳として借りた本などを記帳する

手帳があるんだけれども、その導入について考

え方を伺いたいということでご質問でございま

すが、ご紹介があったように、他の市では読ん

だ本の履歴を確認できる読書手帳サービスを行

っている図書館もございます。ちょうど通帳と

同じ、読書通帳なんて呼んでる図書館もあるよ

うでございますけども、現在、長井市立図書館

では、そのとき、行って借りたときですけども、

借りたときに借りた本名をレシートに印字しま

して貸し出し時にお渡しすることで、どういう

本を自分が借りたかということがわかるように

ということで、ご好評をいただいているところ

でございます。 

 そのほかに、新たなサービスもできないかに

つきましては、来年の事業計画がこれから確定

するということになりますので、この点も含め

ましてサービスを検討してまいりますが、現在、

長井市立図書館でも読書ノートというのをつく

っておりまして、希望者に配布し、20冊とか50

冊とか目標を決めて、マイ読書ノートというふ

うに呼んでるんですけども、それを提出してい

ただくとちょっと記念の品がもらえるというよ

うな取り組みをしてございます。特に、これま

では小・中学生対象にやっていたんですが、今

年度からは高校生以上、一般の方も希望すれば

大変職員の方手づくりのかわいらしい読書ノー

トがいただけるというようなことの取り組みも

しておりますので、議員からご提案いただいた

読書ノート、読書通帳につきましても新しい図

書館でさらにパワーアップした形で考えてまい

りたいというふうに思ってるところでございま

す。 

 それから、11点目の新しく開設する図書館で

のさまざまな取り組みを今の図書館で実践し、

市民にとってよい図書館とは何か模索する必要

があるのではないか、これおっしゃるとおりだ
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というふうに思います。 

 現在、長井市立図書館では、資料の貸し出し、

返却及びレファレンス等の日常業務のほか、毎

年新規事業を立ち上げて実践することで利用者

のニーズを探っているという状況でございます。

先ほど紹介申し上げましたマイ読書ノートの高

校生以上版なんていうのも一つ新しい取り組み

でございます。 

 本市は、子育てを重要施策に掲げております

ことから、子供たちの利用拡大に向けたサービ

スは欠かせないわけでございまして、平成28年

度より市内小・中学校担当者を集めた子どもの

読書活動推進連絡会を開催しまして、学校との

連携を深めておるほか、近年は子供たちの利用

を推進する企画サービスを館内で積極的に実施

しております。新館建設まで時間はあとわずか

でございますので、長井市立図書館として目指

す方向性を運営の観点から探ってまいりたいと

いうふうに考えているところでございます。 

 最後ですけれども、長井工業高校への進学者

をふやすために、企業内容を教える機会をつく

れないかと質問したんだけど、その後どうなっ

てるんですかというご質問でございますが、両

中学校ともに職業講話を実施していただいてお

ります。生徒にとってさまざまな職種に触れて

将来について考える重要な機会となってござい

ます。今年度は県の専修学校協会というところ

から先生をお呼びしまして、出前講座を開いて

いただき、いわゆるものづくりの企業のみなら

ず、看護師、介護福祉士、それから住宅模型制

作、公務員等の職業について、その仕事の内容

ややりがい、それから社会貢献の考え方などに

ついて学んだところでございます。 

 さらに、これからになりますけど、３月13日

には、長井南中学校で長井工業高校同窓会の方

からものづくりの視点でご講話をいただくとい

う予定にもなってございます。 

 それから、中３だけじゃなくてということで

の話あったわけですけども、させていただいた

わけですけども、中学１年生で９月に市内の企

業見学を実施いたしました。これはものづくり

に力を入れている企業12社ほどの協力をいただ

きまして、企業の商品やものづくりへのやりが

いなど、実際に見たり触れたりしながら学んだ

ところでございます。この辺が今年度の志願者

の増につながったのではないかなというふうに

も考えているところでございます。 

 そのほか、議員ご案内のとおり、11月には富

士通エグゼクティブリサーチャーの門岡良昌先

生をお迎えして、スーパーコンピューターにつ

いてのお話をいただいたり、それから先日、Ｙ

ＢＣの山形放送で、「挑む！ものづくり長井」

という番組で長井工業高校、紹介されました。

長井ものづくり企業、これが取り上げられまし

て、ものづくりに関心を持つきっかけになるよ

うな番組でございましたので、こういう番組も

教材として活用しながら、製造業への理解が深

まるよう活用してまいりたいというふうに考え

ているところでございます。以上です。 

○渋谷佐輔議長 谷澤秀一産業参事。 

○谷澤秀一産業参事 私のほうからは、２点お答

えしたいと思います。 

 最初に長井工業高校の専攻科設置についての

現状はということです。長井工業高校の課題と

して、やはり生徒数の減少、そして志願者数の

減少というのがあったわけです。議員からもあ

りましたが、29年度は120名に対して74名、

62％というふうな志願でありました。 

 こういったことが地域企業の求人が困難とな

ってくる、そして産業に及ぼす影響も懸念され

ていると。専攻科の設置というのは、この状況

に対応するため、長井工業高校の魅力アップを

図る一つのモデルとして提案したものでありま

して、平成30年度の長井市重要事業の一つに取

り上げてきたということでございます。 

 専攻科に係る６月以降の取り組みとして、ま
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ず、先進事例と言われます岩手県の黒沢尻工業、

ここを９月に調査いたしました。その結果、わ

かってきたことは、県の理解というものが進ん

でおり、そして地域企業の支援が不可欠である

と、こういった県と企業の連携、そういったも

のが非常に強く感じられました。長井工業高校

の場合ですが、市の重要事業として標榜はして

おりますが、まだ県の理解には至っていないと

いうのが実情でございます。 

 このことから、工業高校の関係者はもちろん

ですが、地域企業あるいは小・中学校の関係者、

そして地域全体の理解を醸成するために、長井

市ものづくり人材育成推進協議会という協議会

を関係者が集まりまして10月の30日に設立しま

した。市のほうの体制としても全庁挙げてとい

うふうなこともあって、事務局を総合政策課に

とっていただきながら、産業部門は産業活力推

進課、そして教育部門は教育総務課というふう

なことで連携して体制をとっております。 

 そして、まずは長井工業高校の存在が地域に

必要であるということを広く認識していただく

ために、今年度活動を行ってきました。まず、

10月ですが、マイクロマウスの東北地区大会、

30回の記念事業ということもあって、これに合

わせてものづくりの講演会を開催してます。こ

こには、ソニーのＡＩロボティクスビジネスグ

ループの長でありますＡＩＢＯの開発にも強く

かかわっておられます森永英一郎さん、この方

は……。 

  はい、じゃあ、かいつまんでお話しします。 

 こういった講演会、あと明星大学の関満博先

生の講演会など、あと長井工業高校の課題研究

発表会が毎年学内で行われておりましたが、こ

れを今回、市民の皆さんにも見ていただくとい

うことで、タスで１月開催してます。あと、文

科省のほうからもこの専攻科などにも関連して

おる部署から、室長にいらっしゃっていただい

て勉強会などを開いていると。あと、先月です

が、ビジネスチャレンジコンテスト、ここへも

長井工業高校のチームから出場していただいて

ると。そして、テレビ、ＹＢＣの特別番組、55

分番組を作成いたしまして、そこでＤＶＤなど

もつくっております。こういったものを利用し

て、今後、文科省や山形県のほうへも要望をし

ていきたいというふうに考えております。 

 それから、あと２つ目のご質問の観光案内の

電柱広告についてですが、これについては昨年

の12月に現在、掲出してあります電柱広告につ

いて現地の確認を全て行いまして、今、どうい

った内容で出すか、検討しております。あやめ

公園、白つつじ公園、久保桜、大明神桜、そう

いった観光資源を効果的に出していくと、それ

をどの場所でどういうものを出すかというのを

現在、委託業者の方々と調整してまして、今年

度の事業として間に合うように掲出していきた

いというふうに考えております。 

○渋谷佐輔議長 ４番、内谷邦彦議員。 

○４番 内谷邦彦議員 丁寧な説明、本当にあり

がとうございます。 

 市長のほうに関しては、まず固定費の部分で

いうと、必ずここを常に確認しながら見ていか

ないと足かせになるというふうに考えておりま

すので、その部分に関しては常に目を光らせて

いただきたいなというふうに考えております。 

 あと、図書館に関しまして、やはり購入して

る部分にはなると思うんですけども、一番は司

書の方をどういうふうにして育てるかという部

分になると思います。現在、指定管理をお願い

してる中で、指定管理の方にお願いするのか、

教育委員会として育てていくのか、その部分が

非常に重要なことになると思いますし、あと司

書の方がもし優秀であれば今後も継続してお願

いするということができるのかできないのか、

あと、そういった確認を常に考えて見ていらっ

しゃるのかどうかっていう、あとは月に何回ぐ

らい図書館に行ってどういったこと、どういう
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ふうになっているかというふうなことを確認な

さってるのか、その辺をちょっと教えていただ

ければありがたいんですが。 

○渋谷佐輔議長 平田 裕教育長。 

○平田 裕教育長 内谷議員おっしゃるように、

図書館司書の方というのは極めて専門的でさま

ざまな研修、常に新しい知識を身につけていか

なければならない。いろんなレファレンスとい

いますか、問い合わせに的確に対応しなきゃい

けない。そういう意味で非常に専門職だなとい

うふうに思います。 

 現在、指定管理として株式会社デーシーエス

さんにお願いしてるわけでございますけれども、

司書の方の人事に関しては、教育委員会として

はタッチしてるわけではございません。デーシ

ーエスさんのほうにこれはお任せをしていると

いう状況です。 

 それから、必要な研修につきましては、先ほ

どの答弁もさせていただいたんですが、やはり

さまざまな研修の機会がございます。ただ、日

常業務をやりながら当然自分の資質を向上させ

なきゃいけないということで、その辺は図書館

の館長さんを中心に研修計画を立てながら、こ

の研修はいいから誰々さん、行ってきてくださ

いというような形で行っていただいて、それを

館内のみんなの職員で広げていくと、報告をし

てもらいながら、今度、こういう考え方で図書

館運営していかなきゃだめだとか、こういうこ

とを学んできたということを広げていただくと

いうことでございます。 

 それから、教育委員会と図書館の関係でござ

いますけども、これは基本的には図書館の文化

生涯学習課のほうに担当者がおりまして、それ

が随時図書館と連絡をやりとりしながら対応し

てございます。また、図書館運営協議会がござ

いまして、それには年２ないし３回程度でござ

いますけれども、私、課長等々関係者が出席し、

業務の進捗状況あるいはもっとこういう要望に

応える必要があるんじゃないか、そんなことで

話し合いをやっているということでございます。 

○渋谷佐輔議長 ４番、内谷邦彦議員。 

○４番 内谷邦彦議員 ありがとうございました。 

 あと、回答は必要ないんです、図書館に来ら

れる方っていうのは月平均3,700人いらっしゃ

るので、やはりそこを利用しない手はないとい

うふうに考えてますので、やはりその方々が市

内の各地域に行って観光でも何でもいいんです

けど、お金を使っていただくような方策をやは

り、図書館内に掲示するなり、こういった見る

ところがありますよであったり、こういったと

ころが楽しいですよであったり、そういったも

のも逆に張って見ていただいて、観光客をふや

す努力をしていかないと、図書館によってそこ

で終わりじゃもったいないというふうに考えて

ますので、ぜひその辺に関してもあわせて検討

していただきたいと思います。 

 あと、長井工業の生徒をふやす部分に関しま

しては、やはりこれ継続していかないとなかな

か難しい状況になると思いますので、やっぱり

職業講話に関しましては、１年生から３年生の

中学生にぜひ継続してやっていただいて、長井

工業の生徒数がこれ以上減らないような対策を

今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

 以上で私の質問は終わります。ありがとうご

ざいました。 

○渋谷佐輔議長 ここで暫時休憩いたします。再

開は３時20分といたします。 

 

 

   午後 ３時００分 休憩 

   午後 ３時１９分 再開 

 

 

○渋谷佐輔議長 休憩前に復し、会議を再開いた

します。 

 なお、渋谷正通消防主幹から早退させてほし
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い旨の申し出がありましたので、ご報告いたし

ます。 

 それでは、市政一般に関する質問を続行いた

します。 

 

 

 鈴木富美子議員の質問 

 

 

○渋谷佐輔議長 次に、順位10番、議席番号６番、

鈴木富美子議員。 

  （６番鈴木富美子議員登壇） 

○６番 鈴木富美子議員 一般質問２日目、最後

となりました。皆様お疲れと思いますが、明確

なご答弁よろしくお願いいたします。 

 きのう、安部議員のほうからオリンピックの

話が出ましたけども、４年に１度の冬の祭典、

平昌オリンピックも終わりました。どの競技も

とてもすばらしく、選手の皆さんの熱い思いが

画面を通して伝わってきました。 

 皆さんもご存じとは思いますが、鈴木沙織選

手は長井市にとってとても誇りに思います。豊

田小学校や長井南中学校の在校生が先輩を応援

するために応援メッセージカードや国旗に檄文

を寄せ書きする様子がテレビや新聞紙面で報道

されました。この報道により、長井市民はもち

ろんのこと、山形県民にも長井市出身のオリン

ピック選手として認知され、子供たちにも大き

な感動を与えられたことと思います。残念なが

ら入賞には至りませんでしたが、自分の思い、

夢をかなえる精神力と支えてくれる家族、応援

してくれる皆さんに勇気を与えてくれました。

スキーが好きということは、雪国生まれであり、

小さいころからスキーに親しむ環境が身近にあ

ったことも大きな要因となったのではないでし

ょうか。 

 それでは、本題に入らせていただきます。 

 道照寺平スキー場は、平成13年から長井ダム

の建設によって搬出された掘削土を搬入し、斜

面を整備しリニューアルしたスキー場です。当

時は白山森スキー場もあり、両方とも市営スキ

ー場としてそれぞれに運営してまいりました。

平成21年度の長井市の方針によりましてスキー

場が一本化され、平成23年２月20日をもって白

山森スキー場が閉鎖され、ナイター設備もなく

なってしまいました。 

 スキー人口が減少している中で、スキー場運

営は難しいかもしれませんが、スキー場が１つ

になったことで集中的に整備し、市民が使いや

すいようにして冬季の運動不足を解消する場を

提供するのも行政の使命ではないかと考えられ

ます。市民ひとり１スポーツの市の方針にも寄

与できると思いますが、いかがでしょうか。 

 また、４年後ですが、冬季オリンピックが中

国で開催されることもあり、現在のインバウン

ドにより、台湾ばかりではなく中国からの観光

客がふえることも予想され、新たな観光につな

がることができるのではないかと思い、質問を

させていただきます。 

 第１項目、道照寺平スキー場整備をすること

でいろいろな活用ができる可能性を問いたいと

思います。 

 武道館の整備から始まり、圧雪車の購入、陸

上競技場、野球場、サッカーができる多目的広

場、そして今年度はテニスコートなど着々と整

備されてきておりますが、スキー場の整備はま

だ完了してないと聞いております。 

 平成25年の長井市体育施設整備検討委員会の

報告書によれば、当時のスキー場の現状は３号

リフトの位置を移動し、中上級者が楽しめる斜

面を造成したいが、交付金事業のかかわりで早

期移設はできない状況であるとの報告でした。

その後、平成26年度から平成35年度の10年間の

体育施設の中長期計画が策定されました。それ

によりますと、平成28年度にアンバーリフトの

移設工事、夜間照明設備整備工事の計画となっ


